
当院は関東信越厚生局に届出し、 

指定を受けた保険医療機関です。 

 

  

 

 

入院後 7 日以内に入院診療計画書を作成し、説明を行っています。 

 

 

院内感染防止対策を積極的に行っています。 

 

 

医療安全管理部門を設置し、積極的に医療安全管理に取り組んでいます。 

 

褥瘡対策体制を取り、褥瘡対策を行っています。 

 

医師・管理栄養士等により、栄養管理計画を策定しています。 

 

 

厚生労働省によるガイドラインに沿って、適切な意思決定指針を定めてい

ます。 

 

 

身体拘束最小化チームを設置し、身体拘束最小化に努めています。 
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